
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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七
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
ス
ト
ッ
ク
重
視
の
住
宅
政
策
へ
の
転
換
と
い
う
住
生
活
基
本
法
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
改
修
、
維
持
保
全
、
流
通
の
促

進
等
に
よ
り
、
既
存
住
宅
の
長
期
使
用
化
を
図
る
と
と
も
に
、
既
存
住
宅
へ
の
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
の
在
り
方
等
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
こ
と
。

二
、
長
期
優
良
住
宅
制
度
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、
関
係
者
に
対
す
る
制
度
の
周
知
、
体
制
の
整
備
に
万
全
を
期
す
る
と

と
も
に
、
所
管
行
政
庁
に
対
す
る
指
導
、
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
同
制
度
の
運
用
に
お
い
て
、
都
市
計
画
制
度
や
ま
ち
づ
く
り
政
策
、
住
宅
性
能
表
示
制
度
と
の
連
動
・
連
携
に
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
に
資
す
る
よ
う
、
金
融
、
財
政
上
の
支
援
措
置
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
技
術
開
発
の
推
進
等

に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
の
品
質
の
向
上
と
低
コ
ス
ト
化
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
住
宅
履
歴
情
報
に
つ
い
て
は
、
一
部
業
者
に
よ
る
顧
客
の
囲
い
込
み
や
目
的
外
使
用
の
防
止
に
留
意
し
つ
つ
、

住
宅
履
歴
情
報
制
度
の
整
備
・
普
及
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
既
存
住
宅
の
流
通
の
促
進
等
を
図
る
た
め
、
長
期
優
良
住
宅
を
始
め
と
す
る
最
近
に
お
け
る
住
宅
の
耐
用
年
数
の
実
態
に

見
合
っ
た
既
存
住
宅
の
評
価
が
的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
税
制
等
に
お
け
る
住
宅
の
評
価
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
。



五
、
改
正
建
築
士
法
に
よ
る
設
備
設
計
一
級
建
築
士
に
よ
る
設
計
又
は
法
適
合
確
認
の
義
務
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
改
正
建
築

基
準
法
施
行
時
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
建
築
士
制
度
の
運
用
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
そ
の
制
度
の
在
り
方
に
関
し
て
関
係
団

体
等
と
協
議
し
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


